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「別紙２－51 ぶり」における大臣管理区分及び道府県のステップ２への移行について 

１ 変更の趣旨 

（１）特定水産資源であるぶりについては、令和８年４月１日から資源管理基本方針第１の

(5)の②に定めるステップ２（ステップ１の取組を継続しつつ、漁獲可能量による管

理について、法第 15 条第１項第２号の都道府県別漁獲可能量及び同項第３号の大臣

管理漁獲可能量の試行的な配分等を行う段階）への移行に関する諮問・答申を行った。 

（２）本資源の管理年度は、①４月１日から翌年３月末日まで、②７月１日から翌年６月末

日までの２パターンの組合せで管理が行われている。

（３）今般、②で管理を行う大臣管理区分及び道府県（参考）について、令和８年７月１日

から、資源管理基本方針第１の(5)の②に定めるステップ２に移行するにあたり、資

源管理基本方針の「別紙２-51」について、所要の変更を行う。

（参考）北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重

県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口

県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及

び鹿児島県 

２ 変更の内容 

変更の内容は、別紙のとおり。 

（以上） 
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